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地域への人材の誘致等について
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＜地域別専門的・技術的職業従事者の分布＞

専門的・技術的職業従事者の分布は地域によって差がある。
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（出典）総務省「国勢調査」（平成12年）をもとに国土交通省国土計画局作成



＜地域別有効求人倍率、高齢者有業率＞

有効求人倍率は地域において低いが、高齢者の有業者率は地方において高い。

（出典）厚生労働省「職業安定業務統計（一般職業紹介状況）」をもとに国土
交通省国土計画局作成
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（出典）総務省統計局「就業構造基本調査」（平成14年）をもとに国土交通省
国土計画局作成



＜地域での活動のための制度の整備等＞

様々な立場と知識と視点を持つ人材が活動できる、柔軟な組織形態に向けた制度の整備が進んでいる。ま
た、組織に所属しないホワイトカラーの新しい働き方も提案されている。

新しい組織関連法制の整備状況

NPO（特定非営利活動法人） 1998年施行
（特定非営利活動促進法）

2005年9月までの累計認証数 23,608

最低資本金の規制の特例 2003年2月施行
（新事業創出促進法の改正）

・・・いわゆる「一円起業」

有限責任事業組合（日本版LLP) 2005年８月施行

（有限責任事業組合契約に関する法律）
特色：①有限責任

②組合に法人課税なく組合員のみに課税
③配当を出資比率によることなく柔軟に配分可能

【参考】 米、仏で1990年代、英国で2000年に導入

株式会社の最低資本金制度撤廃 2006年5月施行見込
（2005年商法改正）
・・・旧来は1,000万円

合同会社（日本版LLC） 2006年5月施行見込
（2005年商法改正）
特色：①有限責任

②法人格付与
③取締役1名のみから可（株式会社は3名以上）
④配当を出資比率によることなく柔軟に配分可能
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旧通商産業省「サービス産業系マイクロビジネスに関する調査」（委託調査、1998
年）定義

国民金融公庫総合研究所定義（2002年）

The self-employed≒自営業者（但し会社形態ではない）
自己雇用者従業員数が３人以下で本人と家族以外に常勤
の従業員がいない個人企業の事業主。自ら事業を営むこ
とによって自ら就業の機会をつくり出す性質をもつ。事業を
営む点に着目すれば「自己雇用者」。雇用者と経営者の中
間的性格

自己雇用者

ダニエル・ピンク氏定義

（『フリーエージェント社会の到来 －「雇われない生き方」は何を変えるか』所収）

インターネットを使って、自宅でひとりで働き、組織の庇護を
受けることなく自分の知だけを頼りに、独立していると同時
に社会とつながっているビジネスを築き上げる人

フリーエージェント

サービス産業系

マイクロビジネス

独立業務請負人

インディペンデント・コントラクター協会定義

個人経営

総務省統計局定義

対事業所向けの専門サービス業や、地域社会の多様な
ニーズにきめ細やかに対応する対個人向けの生活関連支
援サービス業。ホワイトカラー系の専門的・技術的な知識
集約型の起業家、及びハイタッチなサービスを提供する専
門ノウハウを有した起業家。零細企業（多くが従業者数５名
以下）や法人格を有しない個人事業主の形態をとる

インディペンデント・コントラクター。期限付きで専門性の高
い仕事を請け負い、雇用契約ではなく業務単位の請負契
約を複数の企業と結んで活動する独立・自立した個人

個人が事業を経営して法人になっていないもの

各所で定義されているホワイトカラーの個人開業による働き方

旧通商産業省「サービス産業系マイクロビジネスに関する調査」（委託調査、1998
年）定義

国民金融公庫総合研究所定義（2002年）

The self-employed≒自営業者（但し会社形態ではない）
自己雇用者従業員数が３人以下で本人と家族以外に常勤
の従業員がいない個人企業の事業主。自ら事業を営むこ
とによって自ら就業の機会をつくり出す性質をもつ。事業を
営む点に着目すれば「自己雇用者」。雇用者と経営者の中
間的性格

自己雇用者

ダニエル・ピンク氏定義

（『フリーエージェント社会の到来 －「雇われない生き方」は何を変えるか』所収）

インターネットを使って、自宅でひとりで働き、組織の庇護を
受けることなく自分の知だけを頼りに、独立していると同時
に社会とつながっているビジネスを築き上げる人

フリーエージェント

サービス産業系

マイクロビジネス

独立業務請負人

インディペンデント・コントラクター協会定義

個人経営

総務省統計局定義

対事業所向けの専門サービス業や、地域社会の多様な
ニーズにきめ細やかに対応する対個人向けの生活関連支
援サービス業。ホワイトカラー系の専門的・技術的な知識
集約型の起業家、及びハイタッチなサービスを提供する専
門ノウハウを有した起業家。零細企業（多くが従業者数５名
以下）や法人格を有しない個人事業主の形態をとる

インディペンデント・コントラクター。期限付きで専門性の高
い仕事を請け負い、雇用契約ではなく業務単位の請負契
約を複数の企業と結んで活動する独立・自立した個人

個人が事業を経営して法人になっていないもの

各所で定義されているホワイトカラーの個人開業による働き方

（出典）三神万里子「パラサイト・ミドルの衝撃 サラリーマン45歳の憂鬱」（平成17年）をもとに国土交通省国土計画局作成



＜地域での活動を前提とした人材誘致の取組み＞

仕事おこしチャレンジャー事業 （新潟県 ）

【概要】
新潟県では、都市との交流に取り組む中山間地域な
どで、「自分にあった仕事や生き方をみつけたい」、「ス
キルアップしたい」など目的意識を持った人と、事業の
拡大を担う人材、将来事業を担う人材を広く求めている
事業者・団体等とのマッチングの支援を展開している。

【募集内容】
長期的な展望に立ったインターン制度であり、短期か
ら長期のバリエーションがある。募集に際しては、県内
の中山間地域の事業者が、人材を必要とする事業の
理念、必要とする人材のイメージ、就業内容・条件（給
与・謝礼の有無、滞在方法）等を明示して、人材を募集
している。募集の中には、雇用を目的としたものと、同
じ地域で同業者を育成する起業支援を目的とした２種
類がある。

事業展開イメージ

かごしま起業家応援プログラム （鹿児島県 ）

【概要】
財団法人 かごしま産業支援センターでは、創造性・
新規性等を有する技術やアイデアを基に，県内におい
て起業化する意欲あるチャレンジャー（U・Iターン者を
含む）を全国から募集し，その起業化を支援する事業
を展開している。

【募集要項の概要】
創造性、新規性のある技術やアイデアを基に、（１）鹿
児島の資源や素材、（２）医療・福祉・環境、（３）IT関連
分野など（原則、業種は不問）で、創業を目指す個人或
いは5人以内の任意のグループ、及び新たな事業分野
で会社設立を目指す中小企業者等を対象に、以下の
経費を上限1,000万円（10/10）まで助成する。また、１
年目の実績に応じて、最長２年まで助成を受けられる。

①商品・サービス開発推進費
(情報収集、調査研究開発費等)

②販路開拓・販売管理費(宣伝広告費等)
③一般管理経費(人件費、事務費等)
④マーケティング費用、各種相談費、外注費
⑤その他（センターが必要と認める経費）

なお、産業支援センターでは、インキュベーション施
設の提供（採択者は無料で利用可）、各種の相談や研
究開発支援など、総合的な支援策を展開している。
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（出典）新潟県ホームページをもとに国土交通省国土計画局作成 （出典）かごしま専業支援センター資料をもとに国土交通省国土計画局作成



＜都市農村交流を通じた人材誘致の取組み＞

現役林業人が行う林業体験・講習

（長野県真田町

NPO法人フォレスト工房もくり ）【概要】

現役の林業人や森林インストラクターが結成した
「NPO法人フォレスト工房もくり」によって、ボランティ
ア的要素が強い昨今の森林管理について、林間学
校等の受け入れのみならず、後継者育成も念頭に置
いた講習会まで幅広い人材育成事業を展開している。

【活動内容】
「森林の案内人事業」として、小学校児童を対象と
した自然観察会、「森林の管理人育成講座」として、
一般を対象とした森林整備や森の楽しみ方に必要な
技術の講習、また講座修了生を対象とした森林整備
事業を行っている。
これらに加え、産業としての林業振興の一環として、
木材・加工品の高付加価値化技術の研究や、流通
改善の活動も展開している。

グリーンツーリズムから新規就農へ
（和歌山県 那智勝浦町

色川地域振興推進委員会）

【概要】
和歌山県那智勝浦町では、活気の低下した地
域農業を復活させたいと、2日間の農業体験から
長期の農業研修のメニューを用意し、地域や農
業への理解を深め、また移住を成功につなげる
機会を提供している。

【活動内容】
廃校となった小学校を、農業体験の宿泊や長
期研修の拠点に改修し、農業や地域での生活体
験、研修の宿泊施設としている。
新規就農者は、この施設への入所し長期（最長
で１年）研修を行うが、その研修に入る際にも、１
週間程度受け入れ先である農家で実習する。
就農者が、希望する

7技術講習の様子

これらの取組み
の結果、林業スタッ
フや、ボランティア
スタッフが県外より
移住するなどの成
果を挙げている。

（出典）那智勝浦町ホームページ等をもとに国土交通省国土計画局作成 （出典）フォレスト工房もくりホームページをもとに国土交通省国土計画局作成

体験・研修の拠点施設の外観

栽培方法を選択でき
るよう、色々な受け皿
を用意している。
このきめ細かい対
応の積み重ねにより、
人口の半分以上が移
住者が占める集落も
出てきている。



＜地域への人材の誘致、都市農村交流の支援組織の取組み①＞
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オーライ！ニッポン会議（平成１５年６月２３日発足）

３ 活動
①共通のキャンペーンネーム・ロゴを使った活動展開に
よる都市と農村双方の生活・文化を享受するライフス
タイルの普及
（表彰事業、グリーン・ツーリズムのセミナー、展示・シンポジウム開
催）

②ホームページへの関連機関のリンク等による情報提
供・共有化・連携強化

（会員・会員外の情報サイトのリンク、メーリングリストによる情報交
換、ネット掲示板による情報・意見交換）

③共生・対流の推進方策の検討・提案

（グリーンツーリズムの普及戦略、ホームページの充実、NPO同士の
連携強化など）

４ 会員
賛同企業、NPO、公共団体、
その他各種団体及び個人

５ 運営事務局

【背景】

政府が設置した「都市と農山漁村の共生・対流
に関するプロジェクトチーム＊」による、共生・対流
の推進に向けては「情報交換や連携の場」、「多
くの主体の参画」、「民間主体であること」が重要
な展開方策であるという提案を受け、趣旨に賛同
する企業、ＮＰＯ、市町村、各種民間団体及び個
人により発足。

（＊構成者：内閣官房副長官、総務副大臣、文部
科学副大臣、厚生労働副大臣、農林水産副大臣、
経済産業副大臣、国土交通副大臣、環境副大
臣）

【概要】

１ 正式名称

都市と農山漁村の共生・対流推進会議

（通称：オーライ！ニッポン会議）

２ 目的

•民間企業、NPO、公共団体等様々な主体が行っ
ている活動についての主体間のネットワーク構
築、相互連携、情報交換等

•広報活動をはじめとする各種の取組みによる国
民の関心の喚起と各主体の活動の一層の拡大

（出典）オーライ！ニッポン ホームページをもとに国土交通省国土計画局作成

表彰事業による事例集

関係各省（総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、経済
産業省、国土交通省、環境省）
に関連する公益法人等で組織

共通ロゴマーク
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NPO法人 ふるさと回帰支援センター（平成１４年１１月２日設立）

３ 活動

①ふるさと回帰のニーズ調査（５万人アンケート）、受け
入れニーズ・シーズ調査

②相談窓口の設置、モデル事業実施による受け入れ
情報の蓄積

③ホームページを活用した、受け入れ情報やサービス
の一元化と提供（データベース構築）

④田舎暮らしや第一次産業に従事するための研修事
業、産業振興のアドバイス業務

⑤ふるさと回帰シンポジウム等の開催

⑥都道府県や市町村での地域支部の設置 等

４ 会員
会員は、本法人の趣旨に賛同する団体（地方公共団体含む）
及び個人

【背景】

「食料・農林漁業・環境フォーラム」（代表：木村
尚三郎氏）において、2000年3月Ｉターン・Ｊター
ン・Ｕターンなど、地方で暮らし生活することを希
望する都市生活者や定年退職者などの人々の
ために、受け入れ体制や技術指導などの基盤を
整備し、地域活性化と新たな価値観を創造する
ための運動が提起された。

この回帰・往還運動の推進・支援を行うことを目
的とした、NPO法人格を有する組織が設立される
こととなった。

【概要】

１ 正式名称

特定非営利活動法人

１００万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター
（通称：ふるさと回帰支援センター）

２ 目的

・都市生活者が地方・農村に就農あるいは定住・
一時滞在することに対して、必要な情報の提供、
支援に関する諸事業を行う

・地域社会の振興・発展と循環型生活文化の推
進による環境の保全を計る ふるさと回帰フェアの様子（2005.１０）

＜地域への人材の誘致、都市農村交流の支援組織の取組み②＞

（出典）ふるさと回帰支援センター ホームページをもとに国土交通省国土計画局作成



＜リバースモーゲージを通じた移住の促進＞

地域への人材の誘致については、現在居住している住宅を売却することなく有効活用する方法として、住み
替え型リバースモーゲージ（一括借上方式）の導入が貢献する可能性がある。

住み替え＋終身借上型リバースモーゲージのスキーム

【地方の住宅】 【都市の住宅】

10
（出典）株式会社ストラクチャードファイナンス研究所「高齢者の多様な居住形態に対応した市街地整備方策検討調査報告書」（2005年３月）

をもとに国土交通省国土計画局作成



＜高齢者の地域社会への参加意識①＞

現在の高齢者は、スポーツ・趣味志向が強いが、地域行事、生活環境改善等への参加志向も増加している。

参加している活動（複数回答） 今後参加したい活動（複数回答）
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地域行事（祭りなどの地域の

催しものの世話等）

生活環境改善（環境美化、

緑化推進、まちづくり等）

教育・文化（学習会、子供会の育成、

郷土芸能の伝承等）

生産・就業（生きがいのための園芸・飼育、

シルバー人材センター等）

高齢者の支援（家事援助、移送等）

安全管理（交通安全、防犯・防災等）

子育て支援（保育への手伝い等）

その他

参加したものはない

平成15年（Ｎ=2,860） 平成10年（Ｎ=2,303） 平成5年（Ｎ=2,385） 昭和63年（Ｎ=2,451）

（％）

※ 
※ 
※ 

※ 
※ 
※ 

 

41.6

26.9

10.8

8.4

3.6

6.1

3.5

14.3

7.6

11.5

1.0

14.9

12.2

6.7

9.4

1.0

8.1

5.7

7.4

4.1

3.2

2.7

13.7

48.2

15.9

13.8

0.5

48.3

18.9

22.0

17.0

16.4

40.7

1.2

18.7

53.1

13.3

12.1

44.2

10.2

35.7

10.1

50.0

15.1

9.5

0 10 20 30 40 50 60

健康・スポーツ（体操、歩こう会、
ゲートボール等）

趣味（俳句、詩吟、陶芸等）

地域行事（祭りなどの地域の

催しものの世話等）

生活環境改善（環境美化、

緑化推進、まちづくり等）

教育・文化（学習会、子供会の育成、

郷土芸能の伝承等）

生産・就業（生きがいのための園芸・飼育、

シルバー人材センター等）

高齢者の支援（家事援助、移送等）

安全管理（交通安全、防犯・防災等）

子育て支援（保育への手伝い等）

活動の種別にはこだわらない

その他

わからない

平成15年（Ｎ=1,663） 平成10年（Ｎ=1,102） 平成5年（Ｎ=1,112） 昭和63年（Ｎ=1,067）

（％） 

※
※
※

注1）「高齢者の支援（家事援助、移送等）」は、平成10年までは
「福祉・保健」とされている。

注2）※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。

注1）昭和63年は、グループや団体で自主的に行われている活動が対象。
注2）「高齢者の支援」は、平成10年までは「福祉・保健」とされている。
注3）※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
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（出典）内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査結果」（平成15年）

（60歳以上の男女2,860人を対象とした面接聴取による）



＜高齢者の地域社会への参加意識②＞

NPO活動への関心については、「関心があるがよくわからない」が3割強を占め、活動に関する情報提供や
条件整備次第では活性化する可能性がある。

3.6 9.2 34.4 42.6 10.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成15年

（Ｎ=2,860）

既に活動に参加している 今後参加したいと思っている 関心があるがよく分からない 関心はない わからない

関心がある 47.3％

ＮＰＯ活動の関心の有無

地域のための活動を行う最も必要な条件

38.4

36.3

39.4

40.3

10.9

16.2

19.9

16.2

12.8

17.6

11.8

15.9

20.8

13.6

12.4

13

4.9

7.7

6.3

5.6

4.0

4.5

4.8

4.0

5.6

3.3

3.0

4.0

0.9

0.8

1.9

0.5

1.6

0.2

0.6

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和63年（Ｎ=1,032）

平成5年（Ｎ=1,947）

平成10年（Ｎ=1,862）

平成15年（Ｎ=2,252）
一緒に活動する仲間がいること

時間や期間にあまり拘束されないこと

活動場所が自宅からあまり離れていないこと（身近にできること）

参加を呼びかける団体、世話役があること

技術・経験が生かせること

軽作業程度の労働であること

実費程度の経費の援助があること

その他

わからない

注）昭和63年は、地域奉仕活動を今よりもっと盛んにする必要があると答えた人が対象。
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（出典）内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査結果」（平成15年）

（60歳以上の男女2,860人を対象とした面接聴取による）



＜高齢者の地域への参加意識③＞

高齢者の地域活動を盛んにするためには、情報提供、リーダーの養成、施設利用の環境整備が求められて
いる。

13.3

11.4

0.2

18.3

31.8

13.8

0.4

10.7

15.9

23.6

0.3

8.7

16.3

38.8

21.0

0.6

9.8

9.3

36.5

21.5

17.0

29.4

27.7

34.0

10.4

27.1

21.5

18.8
17.4

32.6

12.3

13.0

28.8

27.8

18.6

12.1

42.8

38.0

10.4

0 10 20 30 40 50

地域活動の必要性を

多くの人に知らせること

リーダー（指導者）を養成すること

地域の関係団体が

互いに協力しあうこと

住民のための集会場等の施設

地域活動のための研修や

講座をひらくこと

地域活動の連絡調整を行うところ
（ボランティアセンターなど）

器材の提供や金銭の援助を行うこと

その他

特に必要なことはない

わからない

平成15年（Ｎ=2,860） 平成10年（Ｎ=2,303） 平成5年（Ｎ=2,385） 昭和63年（Ｎ=1,082）

※ 

（％）

36.2

24.8

15.5

8.0

0.6

22.6

35.2

16.4

0.5

20.9

32.4

25.0

28.0

26.6

0.7

17.3

21.8

25.9

20.8

1.1

28.9

42.9

24.4

23.7

38.6

24.2

24.5

23.2

40.0

14.4

28.8

22.6

8.5

0 10 20 30 40 50

施設を利用しやすくする

情報をもっと提供する

指導者の養成、活動者の

確保の機会を充実する

資金的援助をする

活動のための施設を整備する

活動者のための保険制度を

普及する（ボランティア保険）

税制上の優遇

その他

特にない

平成15年（Ｎ=2,860） 平成10年（Ｎ=2,303） 平成5年（Ｎ=2,385） 昭和63年（Ｎ=2,451）

（％） 

※
※
※

高齢者が地域のための活動に参加する上での
国・地方公共団体に対する要望（複数回答）

地域のための活動を盛んにする必要な社会的整備（複数回答）

注1）昭和63年は、地域奉仕活動を今よりもっと盛んにする必要があると答えた人が対象。
注2）※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。

注）※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
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（出典）内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査結果」（平成15年）

（60歳以上の男女2,860人を対象とした面接聴取による）



地域的な資金循環の形成等について
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＜銀行の所在県内における預貸率＞

銀行の所在県内における預貸率（県内貸出残高／県内預金残高）は、全般的に低落傾向にある。また、東
北・北陸・中部・中国・四国において特に低い水準で推移している。

預貸率推移(ブロック別)

55.0

65.0

75.0

85.0

95.0

105.0

9903 0003 0103 0203 0303 0403 0503

％

全国計 北海道
東北計 関東計
北陸計 中部計
近畿計 中国計
四国計 九州・沖縄計

15日本銀行ＨＰ統計データにより作成



＜地域的な資金循環（地域金融）に関する各種仕組み・取組み＞

リレーションシップ
バンキング

マイクロ
ファイナンス
（クレジット）

コミュニティ
クレジット

コミュニティ
ファンド

地域ベンチャー
ファンド

ミニ公募債 財団・企業の助成 特定公益信託 ふるさと寄付条例 補助金

小規模な地域ビジ
ネスにおいて、長
期継続する関係の
中から、借り手企業
の経営者の資質や
事業の将来性等に
ついての情報を得
て、融資を実行す
る仕組み

貸付先のグループ
化とその相互連帯
保証により返済率
を担保することで、
極小規模の金融
サービスを提供す
る仕組み

信頼関係にある地
域企業等がグルー
プを形成、各々が
資金を拠出し、そ
れによる金銭信託
の受益権を担保に
単独より高い信用
を創造し、金融機
関からの大規模な
融資を行う仕組み

NPOやコミュニティ
ビジネス事業者を
支援するため、ＮＰ
Ｏなどが別組織で
配当が付く出資
や、寄付を募り、そ
の資金を元手に社
会貢献事業に小規
模の融資を行う仕
組み

地域経済活性化の
ため、地域行政等
の出資により自地
域のベンチャー企
業に投資し、支援・
育成する仕組み

市町村が自市町村
在住の住民、企業
（従業者）、団体等
を対象に公募債を
発行し、住民等の
社会貢献への参加
意識高揚を行う仕
組み

財団・企業等が社
会貢献の一環とし
て、NPO等の社会
貢献活動を行う団
体・個人を資金的
に支援する仕組み

NPO等の社会貢献
活動団体等を支援
することを目的に出
資を募る公益信託
のうち、基金への寄
付者が、普通法人
の場合は、寄附金
を「一般寄附金の
枠」内で損金算入
を可能とする制度。

市町村が条例を定
め、行政等が計画・
実施する事業を特
定して、地域内外
からの寄付を募り、
資金調達を実現す
る仕組み

通常の公共投資の
一環として、公益性
のある市民活動に
補助金を交付し、
地域住民の生活向
上等を図る仕組み

一般 一般
グループ
参加企業

自市町村内
（従業者含む）

一般 一般 一般
政府・

地方公共団体

対象の制限 有り 有り

配当の有無

調達元
地域企業
グループ

民法上の
任意組合、
中間法人　等

貸付元
/投資元

金融機関

（上記から融資を
受けたNPO法人
等が融資のみ行
う場合あり）

　一般（地域内の
中小企業中心）

　個人 　出資者 　出資者の団体 地域内のベン
チャー企業
（進出予定含む）

　公共事業 　社会貢献活動
団体

　社会貢献活動
団体

　公共事業 　地域内の社会
貢献活動団体

返済義務
・競争環境の維
持や適切な監
督・規制が不可
欠（依存される側
の有利な条件強
要、回収困難な
状況での融資の
継続への対処な
ど）

・マイクロファイナ
ンスの乱立による
融資競争・審査
力の低下
・低密度居住地
域での回収コスト
の高騰
・外国の事例で
は運営主体がＮ
ＧＯの場合もある

・現在まで、神戸
において実行さ
れた事例が唯一
の事例

・地域金融機関と
の差別化
・出資者への配
当確保と資金調
達の円滑化
・監査基準強化
への対応
・出資募集と融資
を分割する事例
は、融資事業の
公益性を明確に
することをその理
由としている

・リターンに関す
るコンセプトの明
確化
・行政とファンド
運営者の役割分
担の明確化

・金利変動リスク
への対応
・継続的な発行
体制の構築

・助成成果の適
切な評価
・助成対象の自
立促進

・交付基準の明
確化など地域へ
の説明責任
・財源縮小にとも
なう交付先の最
適化

無し 無し無し

行政機関 行政機関

金融機関
（助成先等の審
査を外部有識者
が行う場合もあ

る）

問題点等

出資者 一　般

有り（預金利子含む） 無し

投資事業組合 行政機関 財団・企業

運
営
方
法

概　要

運
営
主
体

金融機関金融機関

貸付先
/投資・助成
　・交付先

有り なし
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（出典）国土交通省国土計画局作成



＜リレーションシップバンキングの推進に向けての取組み＞

金融庁「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム（平成17～18年度）」の概要

17



＜マイクロファイナンス＞

海外では、連帯責任を活用したマイクロファインスの仕組みを通じて、貧困層への融資を実現した例がある。

18

【融資の仕組み】

① 同じような経済環境や文化背景をもつ５人のグ
ループを形成し、グループを貸付先に

② グループへの７日間の研修後、各々の返済計画
の相互チェックを経て、２人に最初の融資を実行

③ 最初の２人の返済（返済期間：６週間）を確認後、
残りの２人のメンバーに融資し、最後にグループ
の代表者に融資を実行

④ グループには、毎週センター（10 ～20の集落に
一つ設置。半径４ｋｍ程度を担当）で実施される
ミーティングへの出席を義務化

⑤ グループの１名でも返済を怠ると、グループに連
帯返済責任が発生

【実績】（グラミン銀行）
2001年の最終利益 約1億2000万円の黒字
2001年8月～02年7月 約295億円を貸付
返済率98%、貸し倒れ2%

【普及状況等】

•従来の「与える」援助ではなく、貧困層の自立を促す
という観点から、この融資制度は広く普及

•JICAや、多くの対外援助国、NGOから注目され、年間
約３～４千万件が実行されている

•近年では、融資のみならず貯蓄や保険等の金融サー
ビスも取り入れている

•1997年には37の国から国際機関、政府、マイクロファ
イナンス機関、ＮＧＯなどの代表者が2,900名以上が参
加して、国際サミットが開催されている（その後2002年
にも開催）。

【問題点】

普及に伴い以下の問題点が顕在化
•マイクロファイナンスの乱立による融資競争・審査力
の低下
•低密度居住地域での回収コストの高騰
•最貧困層には「リスク高」として融資が行き渡らない

【背景】

バングラデシュのチッタゴン大学ムハマド・ユヌス

教授が、貧困層の女性がわずか27ドルの融資が受
けられず、１日の賃金が２セントにとどまるという現
状に出会い、既存の銀行のシステムに頼らない、新
たな融資システムとして、1983年にグラミン銀行を
創設し、世界のマイクロファイナンスの草分け的存
在となった。

（出典）グラミン銀行 ホームページ、政策海外ネットワーク ニュースレター（２００２．０４１８）等をもとに国土交通省国土計画局作成



＜コミュニティクレジット＞

地域開発の新たな金融手法。地域社会において互いに信頼関係にある企業等が、相互協力を目的に資金
を拠出し合い連携することで構成員個々の信用より高い信用を創造し、金融機関からの資金調達を円滑化
するとともに、地域の資金を地域に環流させるもの。

（出典）：日本政策投資銀行ホームページhttp://www.dbj.go.jpをもとに国土交通省国土計画局作成

○神戸市コミュニティクレジット（兵庫県神戸市）

【経緯】
我が国の伝統的な庶民金融「頼母子講」をモデ
ルに、日本政策投資銀行が企画。阪神大震災で
経営環境が激変したケミカルシューズ、金型彫刻
業、洋菓子店などが７社で設立した企業連携の
コーディネート等を行う組織「日本トラストファンド」
のオンライン大学整備の事業に適用。

【実績等】
2001年 関係会社６社に、償還期間２年の満期
一括償還方式を条件に１億円を融資。金銭信託と
協調融資を組み合わせた資金を６社に融通する
仕組みを採用している。

（出典）『日経地域情報No.392』をもとに国土交通省国土計画局作成

神戸コミュニティ・クレジットの仕組み
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＜コミュニティファンド＞

ＮＰＯなどが中心となり市民、行政、企業などから出資や寄付を募り、その資金を元手にＮＰＯなどへ融資す
るファンド。地域内資金循環の一形態。

ファンド名 
設立 

年月 

出資金 

条件 
融資対象 

融資限度額 

返済期間 
担保など 年利 

出資額 

（千円） 

融資実績

（累計） 

未来バンク 

（江戸川区） 

1994.4 1 口１万円

以上 

環境グッズ

の購入、環境

関連事業、

NPO 

出資額の10倍以

内（つなぎ資金は

100倍以内） 

原則無担保。連帯

保証人は必要 

３％ 110,000 約 200件 

約5.5億円

女性・市民信用

組合設立準備

会（横浜市） 

1998.1 １口 10 万

円、個人１

口以上団体

３口以上 

神奈川県内

の NPO 、

W.Co、個人

1000 万円また

は出資額の20倍

以内。最長５年 

無担保。連帯保証

人10人以内 

2～5％ 115,870 62件 

約 2.6億円

北海道NPOバ

ンク（札幌市） 

2002.10 １口１円、

1万口以上

NPO、W.Co 200 万円（２期

以上の事業実績

で出資額の 100

倍、それ以外は

10倍以内）。原則

１年 

無担保。団体代表

者の個人保証と連

帯保証人１人 

２％ 43,251 31件 

約４千万円

NPO 夢バンク

（長野市） 

2003.8 １口１円、

１万口以上

県内に主た

る事務所を

置く非営利

組織 

運営資金 300 万

円、立ち上げ資金

100 万円。３年

以内 

無担保。代表者と

連帯保証人１人を

基本 

２ ％ 以

上 

約 10，000 2004年3

月第１回融

資実施予定

東京コミュニ

ティパワーバ

ンク（新宿区） 

2003.9 １ 口 ５ 万

円、個人１

口以上団体

３口以上 

NPO 、

W.Co、その

他の市民事

業 

1000 万円また

は出資額の10倍

以内（１年以内の

つなぎ資金は 30

倍以内）。最長５

年 

無担保。連帯保証

人10人以内 

２ ％ 前

後 

約 13,000 2004年６

月 募 集 開

始、同年８

月融資実施

予定 

 

コミュニティ－ファンド一覧（2004．３現在）

20注）W.Coはワーカーズコレクティブの略。 （出典）『日経地域情報No.435』をもとに国土交通省国土計画局作成



＜地域ベンチャーファンド＞

地域経済活性化のため、地域のベンチャー企業支援を目的とするファンド。中小企業総合事業団や新規事
業投資㈱によるファンドへの出資制度が整備されたことも追い風になり全国自治体を中心としたベンチャー
ファンドの設立が続いている。

地域ベンチャーファンド一覧（２００３．８現在）

21
（出典）『日経地域情報No.421』をもとに国土交通省国土計画局作成

行政 ファンド名 設立時期 無限責任組合員 

広島県/ジャフコ公的投資事業組合他 １９９６年 12 月 （株）ジャフコ 他 

ヒロソーコンサルティング（株） 広島県 
第２号投資事業有限組合 ２００２年２月 

ひろぎんキャピタル（株） 

東京中小企業投資事業有限責任組合 ２０００年１月 東京中小企業育成（株） 
東京都 

ジャイク・バイオ壱号投資事業有限責任組合 ２００１年５月 日本アジア投資（株） 

石川県 石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合 ２００１年２月 
フューチャーベンチャーキャピタル

（株） 

十八キャピタル投資事業有限責任組合長崎１号 ２００１年８月 十八キャピタル（株） 

長崎県 しんわベンチャーキャピタル企業育成ファンド長崎

１号投資事業有限責任組合 
２００１年８月 しんわベンチャーキャピタル（株） 

岩手県 いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合 ２００２年４月 
フューチャーベンチャーキャピタル

（株） 

とっとり産業育成投資事業有限責任組合一号 ２００２年４月 とっとりキャピタル（株） 
鳥取県 

トニー2002 投資事業有限責任組合 ２００２年４月 ごうぎんキャピタル（株） 

北海道 ホワイトスノー・第二投資事業有限責任組合 ２００２年５月 北海道ベンチャーキャピタル（株） 

大分県 大分 VCプラムファンド投資事業有限責任組合 ２００２年５月 大分ベンチャーキャピタル（株） 

新潟県 にいがた産業創造ファンド ２００３年１月 日本ベンチャーキャピタル（株） 

千葉県 ちばベンチャー投資事業有限責任組合 ２００３年３月 ちばぎんキャピタル（株） 

宮城県 ベンチャー育成ファンド（仮） ２００３年３月 日本アジア投資（株） 

仙台市 ベンチャー育成ファンド（仮） 
２００３年度中 

（予定）
未定 

 



＜ミニ公募債＞

地方債の一種で「住民参加型ミニ市場公募債」と呼ばれる。地方公共団体の資金調達手法の多様化や住民
自治の拡充といった長所がある。

22

(出典）（財）地方債協会ホームページhttp://www.nichizei.or.jp/をもとに国土交通省国土計画局作成

是非を検討中,
151

考えなし, 472

発行予定, 27

検討中, 22無回答, 5

その他, 6

発行済み, 17 0% 20% 40% 60% 80% 100%

5万人未満

5万人以上10万人未満

10万人以上20万人未満

20万人以上30万人未満

30万人以上40万人未満

40万人以上

発行済み 発行予定 検討中 是非を検討中 考えなし その他 無回答

0 2 4 6 8 10

学校施設整備・改修

公園整備

市民・文化センター

都市再開発・基盤整備

図書館

自然科学・博物館

高齢者福祉施設

緑地取得

道路整備

公営住宅

観光施設

街路整備

件

市区におけるミニ公募の発行状況 （2002年度） 人口規模別市区におけるミニ公募の発行状況 （2002年度）

ミニ公募の発行目的別件数 （2002年度）

○全国の地方公共団体におけるミニ公募債の活用状況

調査の概要

2003年３月から４月にかけて全国６７７市、東京２３区を
対象に、「2003年度予算・プロジェクト調査」の一環として
実施。「ミニ公募債」の発行状況や内容、「独自課税」の導
入状況や内容などについて調査。回収率100％。

（出典）『日経地域情報No.42』をもとに国土交通省国土計画局作成



＜ふるさと寄付条例＞

寄付金による基金設置という新たな住民参加型の自治。地域づくりへの参加手法として寄付金を用い、広く
地域外の人にも地域内事業に関与させる仕組みとなっている点が特徴。

ふるさと寄付条例一覧（２００５．７現在）

条例名 対象事業
泰阜村ふるさと思いやり基金条 (1)学校美術館の維持、保全
【平成16年6月23日】 (2)福祉及び健康のむらづくりの推進

(3)森林整備、自然エネルギーの活用など環境保全
ニセコ町ふるさとづくり寄付条 (1)森林資源の維持、保全及び整備
【平成16年9月17日】 (2)環境の保全及び景観の維持、再生

(3)自然エネルギー及び省エネルギー設備の整備
(4)有島武郎に関する資料の収集及び有島記念館特別展
(5)住民自治の醸成及びコミュニティの推進
(1)ブナの森並びに稀少な動植物の保護
(2)健康長寿日本一を目指す福祉の村づくり

【平成16年12月20日】 (3)町並み保存地区指定の出雲街道新庄宿並びにがいせ
ん桜の景観の保存と保護
(4) 環境保全型農業の推進とヒメノモチ等特産品の開発

小坂町未来創生基金条例 (1)森林資源の維持、保全及び整備
【平成17年3月18日】 (2)環境の保全及び景観の維持、再生

(3)循環型社会の構築に
(4)自然エネルギー及び省エネルギー設備の整備
(5)住民自治の醸成及びコミュニティの推進
(6)観光資源の維持及び整備

松前町さくらと城のふるさとづ
くり基金条例

(1)さくらの育成、保護及び管理
(2)松前城の保存整備及び管理運営

【平成17年3月24日】
(1)ほたるの里の維持、保全及び整備
(2)夜高あんどん祭りに関する維持、保存
(3)化石河床群の保存や化石の研究
(4)明日萌ロケ施設の維持、保存
(5)雪エネルギーの活用や普及、研究
(6)その他町長が必要と認めた事業

知床・羅臼まちづくり寄付条例 (1)知床の自然保護・保全
【平成17年6月23日】 (2)医療・保健・福祉のまちづくり推進

(3)北方領土返還運動

岡山県新庄村協働のふる里づく
り基金条例

沼田町ふるさとづくり寄付条例
（通称「雪明かり基金」）
【平成17年3月】

7 北海道羅臼町

5 北海道松前町

6 北海道沼田町

3 岡山県新庄村

4 秋田県小坂町

地域
1 長野県泰阜村

2 北海道ニセコ町

23
（出典）NPO法人寄付市場創造協会ホームページ http://www.geocities.jp/d_voting/jp/及び各町村資料

をもとに国土交通省国土計画局作成



＜ふるさと寄付金控除など＞

地域振興のための寄付を奨励するため、ふるさと寄付金控除などの税制上の措置が取られている。

○所得税の寄付金控除
（所得税法第７８条第２項第１号）

・納税者が国や地方公共団体、特定公益増
進法人などに対し、「特定寄付金」を支出
した場合には、一定の所得税控除を受け
る制度

・特定寄付金の範囲

(１) 国や地方公共団体に対する寄付金
(２) 学校法人、社会福祉法人などの特定
の団体に対する寄付金

(３) 公益法人などに対するもので財務大
臣の指定した寄付金

(４) 主務大臣の認定を受けた日の翌日か
ら５年を経過していない特定公益信託
の信託財産とするために金銭でする寄
付金

(５) 特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)のう
ち国税庁長官の承認を受けたものに対
する寄付金(平成１３年１０月１日以後に
支出されたものから適用されます。)

(６) 一定の政治献金

・寄付金控除の控除額の計算方法

次のいずれか低い方の金額－１万円
＝寄付金控除額

イ その年に支出した特定寄付金の合計額
ロ その年の総所得金額等の３０％相当額

○ふるさと寄付金控除
（地方税法第３４条第５項の４）

・都道府県や市町村等に対する寄付金につ
いて、一定の住民税の所得控除を受ける
制度

・寄付金の範囲

(１) 都道府県、市区町村に対する寄付金
(２) 都道府県共同募金、赤十字

・寄付金控除の控除額の計算方法

次のいずれか低い方の金額－１０万円
＝寄付金控除額

イ その年に支出した寄付金の合計額
ロ その年の総所得金額等の２５％相当額

24

（出典）国税庁・総務省ホームページ、政府税制調査会（H17.5.20基礎小委員会非営利ＷＧ）資料をもとに国土交通省国土計画局作成



＜まちづくりファンド＞

地域のまちづくりのため、資金を地縁により調達し、まちづくり活動への助成等の支援を行う公益信託・公益
法人を通じた仕組み。民間都市開発機構の資金支出による助成制度もある。

※ まちづくり活動の例
• 景観形成
・・・街並み景観に配慮したファサードの改修、植
栽やフラワーポットの設置等の緑化活動など

• まちの魅力アップ
・・・シンボル施設の整備、モニュメントの設置、ラ
イトアップ設備の整備など

• 伝統文化の継承・歴史的施設の保全
・・・伝統文化継承のための資料館等の整備や地
域の伝統的な町家、歴史的建築物（倉庫、蔵、
住宅等）の保全・改修など

• 観光振興
・・・観光物産品の販売施設整備、観光振興のた
めの案内板の設置など

• 安心安全なまちづくり
・・・防犯カメラ、防犯灯、カーブミラーの設置
・・・バリアフリー化のためのスロープの整備など

• その他
・・・ポケットパークの整備、広場への遊具の設置
など

住民参加型まちづくりファンドのスキーム

25
（出典）民間都市開発機構ホームページ



＜地方における都市開発ファイナンス＞

地方における開発型ファイナンスの取組みは途上にあり、様々な課題への対処が必要。

○開発型都市開発ファイナンスのスキーム（例）

•不動産投資インデックスの充実
・・・事業者と投資家との情報の非対称性の克服

•地域におけるアレンジャー・専門家集団の
プラットフォームの形成
・・・「目利き」となるアレンジャーやリーガル・オピ
ニオンを作成できる専門家等

• プロジェクト・ファイナンスの考え方の徹底

• まちづくり事業会社の位置づけの明確化
・・・資金調達における優遇措置等

•日本版ＢＩＤ制度の創設の検討
・・・事業地区内で事業者が負担金を徴収できる
仕組み等

•住民参加型まちづくりファンドによる資金
支援

•区画整理事業・再開発事業の破綻処理ス
キームの構築

土地
所有者

ＳＰＣ
（特別目的会社）

等

金融機関

投資家

○地方における都市開発ファイナンスに向けて
の課題

事業者建設会社

借入金

出 資

売却代金

開発委託契約リース契約

建設請負

土地売却

26
（出典）都市開発ファイナンス研究会「都市開発ファイナンスのいま」（平成17年）をもとに国土交通省国土計画局作成



＜地域的な資金循環の促進のための政策的金融の取組み①＞

地域的な資金循環の促進のため、核となる組織を通じた政策的金融制度の取組みが見られる。

協
調
融
資

【【地域金融機能高度化地域金融機能高度化】】

リースという金融手法を用いて地域企業の設備資

金ニーズに対応するとともに、資産管理・事務代行

機能など複数の機能を発揮して、地域企業の事業

基盤強化を支援するなど、地域における金融プラ

ットフォームとしての役割を担う 地域リース会社に

対して、地元地銀と協調し、地域への円滑な資金

供給のための融資を実行（北陸銀行-北銀リース、大光銀
行-大光リース、荘内銀行-グランド山形リース、第四銀行－第四リース

、北越銀行－北越リース、宮崎銀行－宮銀リース、島根銀行－松江リ

ース、福井銀行－福銀リース、岐阜信用金庫－しんきん総合リース、

殖産銀行－エコーリース等で実績）。

資金は、地場企業の産業設備等のリースに充当さ

れ、地域経済の発展を支援。

地域リース会社の地域金融プラットフォーム機能

充実による地域経済活性化とリレーションシップバ

ンキング機能の強化に寄与。

地
元
地
銀
等 地

場
企
業

リ
ー
ス

【地域リース会社】

地域金融プラットホーム機能

資金調達機能、与信機能、資
産管理機能、事務管理機能

【地域リース会社】

地域金融プラットホーム機能

資金調達機能、与信機能、資
産管理機能、事務管理機能Ｄ

Ｂ
Ｊ

連携
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【【大学発ベンチャーファンド大学発ベンチャーファンド】】

東北地方の新産業創出支援のため創設さ

れた大学発ベンチャーファンドへの出資。

ＤＢＪが民間出資を誘導することで、我が

国では未だ黎明期にあるハンズオン型の

インキュベーション・ファンド事業を実現。

各地で、大学発ベンチャーファンド計８件

を設立。

バイオバイオ新素材新素材 ソフトウェアソフトウェア ナノテクナノテク

エレクトロニクスエレクトロニクス 環境環境 先端医療先端医療

東北インキュベーション
投資事業有限責任組合 （2004/3～）
東北インキュベーション

投資事業有限責任組合 （2004/3～）

ＬＰＬＰ

県・市・地銀

ＧＰＧＰ

第１号投資（2004/5）
メムス・コア（微小電子機械）

東北テクノアーチ
（TLO：技術移転機関）等
東北テクノアーチ

（TLO：技術移転機関）等
未来科学技術共同研究
センター（東北大学）等

未来科学技術共同研究
センター（東北大学）等

投資 経営指導

ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ＤＢＪ

兼兼 大口ＬＰ大口ＬＰ
アレンジャーアレンジャー

・東経連・電力等
東北ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱

（出典）日本政策投資銀行資料



＜地域的な資金循環の促進のための政策的金融の取組み②＞

地域に着目した再生ファンドや、コミュニティクレジットを応用した地場産業への資金供給スキームなどの取
組み。

㈱S・I・V㈱S・I・V

中村製作所・ヤマト・長野サンコー・共友電材工業・黒栄工業
［相互連帯保証］

中村製作所・ヤマト・長野サンコー・共友電材工業・黒栄工業
［相互連帯保証］

長野県（草の根創業支援）長野県（草の根創業支援）

返済融資
各社あて1,000万円
計5,000万円

新規出資（普通株式）
5,000万円

配当金銭信託
1,000万円

金銭信託
1,000万円 配当

返済

協調融資
3,000万円

八十二銀行
諏訪信用金庫
日本政策投資銀行

八十二銀行
諏訪信用金庫
日本政策投資銀行

信託勘定（しんきん信託銀行）
［Suwa一の柱ファンド］

信託勘定（しんきん信託銀行）
［Suwa一の柱ファンド］

• 小型コンプレッサーの
開発～販売

• 携帯用酸素発生装置の
開発～販売

中村製作所など５社・㈱S・I・V中村製作所など５社・㈱S・I・V

共同指図委任

㈱S・I・V㈱S・I・V

中村製作所・ヤマト・長野サンコー・共友電材工業・黒栄工業
［相互連帯保証］

中村製作所・ヤマト・長野サンコー・共友電材工業・黒栄工業
［相互連帯保証］

長野県（草の根創業支援）長野県（草の根創業支援）

返済融資
各社あて1,000万円
計5,000万円

新規出資（普通株式）
5,000万円

配当金銭信託
1,000万円

金銭信託
1,000万円 配当

返済

協調融資
3,000万円

八十二銀行
諏訪信用金庫
日本政策投資銀行

八十二銀行
諏訪信用金庫
日本政策投資銀行

信託勘定（しんきん信託銀行）
［Suwa一の柱ファンド］

信託勘定（しんきん信託銀行）
［Suwa一の柱ファンド］

• 小型コンプレッサーの
開発～販売

• 携帯用酸素発生装置の
開発～販売

中村製作所など５社・㈱S・I・V中村製作所など５社・㈱S・I・V

共同指図委任

長野県諏訪地域の地場企業が共同出資する
ベンチャー企業㈱S・I・Vへの資金供給スキー
ムを構築。コミュニティ・クレジットの応用事例。

㈱Ｓ・Ｉ・Ｖの技術については当行技術事業化
支援センターがその事業性等を評価。

長野県、中核５社、㈱S・I・Vが共同でファンド
（信託）を組成、５社が相互連帯保証契約を
結び事業への責任を共有することで、この
ファンドを通じ３金融機関が協調融資を実施。

【【SuwaSuwa一の柱ファンド一の柱ファンド】】【【まんでまんでがん企業再生ファンドがん企業再生ファンド】】

香川県内の５金融機関及びオリックス㈱等

と協働し、地域型企業再生ファンドを設立。

本ファンドは、四国経済産業局主催の研究

会を母体としており、官民協働の地域型企

業再生ファンド。

参加する７金融機関のノウハウ及び香川県

等の公的機関と連携することで、効果的な

企業再生支援を実施。

再生ファンド再生ファンド

香川県５金融機関

百十四銀行
香川銀行
高松信用金庫
観音寺信用金庫
香川県信用組合

香川県５金融機関

百十四銀行
香川銀行
高松信用金庫
観音寺信用金庫
香川県信用組合

日本政策投資銀行日本政策投資銀行

信金中央金庫信金中央金庫

オリックスオリックス

再生企業再生企業

オリックスオリックス

香川県中小企業
再生支援協議会

香川県５金融機関香川県５金融機関

その他取引
金融機関

その他取引
金融機関

新規融資

（運転資金等）

債権譲渡

ファンド運営
再生ノウハウ供与

出 資

再生計画策定支援

再生ファンド再生ファンド

香川県５金融機関

百十四銀行
香川銀行
高松信用金庫
観音寺信用金庫
香川県信用組合

香川県５金融機関

百十四銀行
香川銀行
高松信用金庫
観音寺信用金庫
香川県信用組合

日本政策投資銀行日本政策投資銀行

信金中央金庫信金中央金庫

オリックスオリックス

再生企業再生企業

オリックスオリックス

香川県中小企業
再生支援協議会

香川県５金融機関香川県５金融機関

その他取引
金融機関

その他取引
金融機関

新規融資

（運転資金等）

債権譲渡

ファンド運営
再生ノウハウ供与

出 資

再生計画策定支援
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＜社会的責任投資（SRI）について＞
《社会的責任投資（ＳＲＩ）》
投資先の財務的評価に加えて、社会、環境、倫理といった社会的評価も考慮する投資行動。米国では、以下
の３つが典型的なSRIのアプローチとされている。
①スクリーニング 企業の社会的評価も考慮して、投資家の価値観に合った投資先を選定すること

②株主行動 株主提案や議決権行使などを通じて投資先企業に社会的責任を果たすよう求めていくこと

③コミュニティ投資 CDFIs（Community Development Financial Institutions）を通じてのコミュニティへの投資

（出典）日本政策投資銀行調査第４０号「社会的責任投資（SRI）の動向 －新たな

局面を迎える企業の社会的責任－」をもとに国土交通省国土計画局作成

我が国における社会的責任投資（ＳＲＩ）ファンド一覧

名　　称 運用機関 設定日 スクリーニング 基本価格(円） 純資産総額（億円）

日興エコファンド 日興アセットマネジメント 1999/8/20 環境 8,951 414

損保ジャパン　グリーン・オープン
（ぶなの森）

損保ジャパン・アセットマネジメント 1999/9/30 環境 9,765 125

興銀第一ライフエコ・ファンド 興銀第一ライフ・アセットマネジメント 1999/10/29 環境 8,923 54

ＵＢＳ日本株式エコ・ファンド
（エコ博士）

ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント 1999/10/29 環境 8,749 42

エコ・パートナーズ（みどりの翼） 三菱ＵＦＪ投信 2000/1/28 環境 7,700 28

朝日ライフＳＲＩ社会貢献ファンド
（あすのはね）

朝日ライフアセットマネジメント 2000/9/28 環境、雇用、消費者対応、社会貢献 10,169 45

エコ・バランス（海と空） 三井住友アセットマネジメント 2000/10/31 環境（温暖化） 10,028 12

住信ＳＲＩ・ジャパン・オープン
（グッドカンパニー）

住信アセットマネジメント 2003/12/26 社会、環境、経済、法令順守 14,694 246

フコクＳＲＩ社会的責任投資）ファンド しんきんアセットマネジメント投信 2004/4/27 経済､環境､社会･倫理 12,026 37

ダイワＳＲＩファンド 大和証券投資信託委託 2004/5/20 倫理・法令順守 13,026 174

モーニングスターＳＲＩインデックス
オープン（つながり）

野村アセットマネジメント 2004/7/30 社会、環境、経済 12,331 32

三菱UFJ ＳＲＩファンド
（ファミリー・フレンドリー）

三菱ＵＦＪ投信 2004/12/3 社会支援、労働条件 13,032 26

ＡＩＧ－ＳＡＩＫＹＯ　日本の株式
ＣＳＲファンド（すいれん）

ＡＩＧ投信投資顧問 2005/3/18 経済、環境、社会貢献 11,330 33

ＡＩＧ／りそな　ジャパン
ＣＳＲファンド（誠実の杜）

ＡＩＧ投信投資顧問 2005/3/18 経済、環境、社会貢献 11,171 30

損保ジャパン　ＳＲＩオープン
（未来のちから）

損保ジャパン・アセットマネジメント 2005/3/25 社会、環境、経済 11,176 15

ＡＩＧ／ひろぎん　日本株式
ＣＳＲファンド（クラスＧ）

ＡＩＧ投信投資顧問 2005/4/28 経済、環境、社会貢献 12,578 2

2005年10月末現在注：ファンド形態が国内株式のものに限定。
（出典）：㈱日本総合研究所ホームページ　http://www.csrjapan.jp/sri/iandf/kokunai.htmlをもとに国土交通省国土計画局作成
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＜企業の社会的責任への関心＞

日本企業の社会的責任についての関心は比較的高いが、「コミュニティへの貢献」については関心が低い。

30
（出典）環境省「社会的責任投資に関する日米英3か国比較調査報告書」（平成15年）

（個人投資家（日本1,670人、米国309人、英国306人）への質問紙調査、機関投資家へのヒアリング・質問紙調査による）


